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Post-NICU入室児の在宅移行への支援内容 
～在宅困難要因の分析から～ 
 

新潟医療福祉大学看護学科 高橋智美，塚本康子 

 

【背景】 

Post-NICU(neonatal intensive care unit)病床は，慢性的

な NICU 病床不足の後方支援を図るために整備推進されてい

る．Post-NICUには，在宅移行を目指したNICU退室児や高度

な医療ケアを必要とする超重症心身障がい児が入室する．し

かし，2009年に障がい者制度改革が行われた後も社会資源の

整備は発展途上であり，その後3年間で患児の在宅への移行

や転院は皆無であった.在宅移行課題の抜本的整備が遅滞し

ている状況下，1名の患児がPost-NICUから退院をした.しか

し，その退院決定の背景は患児と家族の特性に所以する部分

が否めなかった.そこで，本研究では，看護実践の現象にある

多くの変数を捨象することなく，その全体像を構造的に表す

ことが可能である質的統合法（KJ 法）を用いて，Post-NICU

病床入室児の在宅困難要因を分析し，その結果から在宅移行

に必要な普遍的な支援内容を明らかにする． 

 

【方法】 

1．研究方法：記述的デザイン 調査研究 

1)調査方法；半構成面接 

2)分析方法；質的統合法（KJ法）による個別，総合分析  

3)調査期間；2012年7月～2013年11月 

2．研究対象：Post-NICU病床に入室している児の保護者6名 

3．倫理的配慮 

データはすべて整理番号制とし個事例が特定されないよう

にした．本学倫理委員会を受審し承認(17317-120509)を得た． 

 

【結果】 

1．対象者の概要 

対象者は女性6名で全て患児の実母であった.その個人特 

性と患児の概要は表1に示す.  

 

 

 

 

 

 

 

2．在宅困難要因 

高度医療が必要でPost-NICU 病床に入室している超重症心

身障がい児が在宅困難となる要因最終ラベルのシンボルマー

クは，【経済的サポート不足】，【在宅生活に必要な物的・人的

環境の準備不足】，【不可欠な家族協力と欲するサービスの不

足】，【児の体調コントロール不足】，【在宅介護の辛い体験】，

【強い入院の継続願望】であった. 

3.在宅移行に必要な支援内容 

 在宅困難要因総合分析の最終ラベルと基ラベルから，在宅 

介護への自信，病院職員との関係改善，主介護者の負担軽減， 

児の体調コントロール，身内の協力，ネットワークの活用， 

サポート体制の構築，医療体制の確立，訪問サービスの構築， 

生活しやすい住宅の確保，物品の準備，車両の改造，教育環 

境の整備，知識・技術習得に向けた教育，経済的問題の解決， 

経済的支援のための情報提供の促進，以上16項目の支援が必 

要とされた.項目及び内容は表2に示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

家族は病院職員との人間関係やケアに不満を抱きながらも

入院継続を強く希望しており，その背景には退院決定因子の

基盤といえる患児の不十分な体調コントロールと経済的問題

があった．身体的体調コントロールができたとしても，在宅

では他者と関わり刺激が得られる教育環境が不十分である．

また経済的支援の一つである公的助成は同一県内であっても

市町村が異なれば適用される医療費助成制度は異なり，他児

に適用された助成が我が子に適用できない可能性もある．経

済的問題が未解決であると，物品の購入，住宅改修や車両改

造，患児に応じたサービスの利用にも支障を来す．その結果，

患児の主介護者である家族は身体的，精神的，社会的なゆと

りが持てず，在宅介護に自信が持てなくなる．そのため患児

の病状安定と成長発達を促す支援，経済的支援と拡充，それ

に係る情報提供が重要となる．社会資源の整備が発展途上で

ある現状では，個人特性にのみ頼らず既存のリソースを最大

限活用する．また行政に限らず病院も積極的に情報提供を担

い，家族自身が積極的に情報を得ようする姿勢が持てるよう

にすることも重要である.更に介護保険制度のケアマネージ

ャーに類するコーディネーターの育成，配置も必要といえる． 

 

【結論】 

在宅移行に必要な普遍的な支援の基盤は，患児の体調コン

トロール，経済的支援と拡充，それに係る情報提供であった．

また，既存のリソースを最大限活用するとともにコーディネ

ーターの育成，配置も必要であった． 
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